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第４ 農業経営基盤強化促進事業に関する事項 

 

本市は，岡山県が策定した「21世紀おかやま農業経営基本方針」の第４章「効率的か

つ安定的な農業経営を育成するために必要な事項」の農業経営基盤強化促進事業の実

施に関する基本的な事項に定められた方向に即しつつ，本市農業の地域特性，即ち，複

合経営を中心とした多様な農業生産の展開や兼業化の著しい進行などの特徴を十分踏

まえて，以下の方針に沿って農業経営基盤強化促進事業に積極的に取り組む。 

本市は，農業経営基盤強化促進事業として，次に掲げる事業を行う。 

① 利用権設定等促進事業 

② 農用地利用改善事業の実施を促進する事業 

③ 委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業 

④ 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保を促進する事業 

⑤ 新たに農業経営を営もうとする青年等の育成・確保を促進する事業 

⑥ その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業 

これらの各事業については，各地域の特性を踏まえてそれぞれの地域で重点的に実

施するものとする。 

ア 平坦部においては，農業振興地域の農用地区域を中心に利用権設定等促進事業を重

点的に実施することにより，認定農業者等への優良農地の集積を図る。同時に，農協

等による農作業の受委託，及び農用地利用改善団体の活動の活発化等を推進するこ

とにより，遊休農地の解消に努める。 

イ 丘陵地においては，果樹，花き等の栽培が盛んな地域では，それぞれの作目について

高品質安定生産技術の確立やブランド化の推進により，所得向上を目指すとともに，

離農者の園地は，担い手や新規就農者への流動化を推進し，産地の維持・拡大に努め

る。 

 

更に，本市は，農用地利用改善団体に対して特定農業法人制度及び特定農業団体制度

についての啓発に努め，必要に応じ，農用地利用改善団体が特定農業法人制度及び特定農業

団体制度に取り組めるよう指導，助言を行う。以下，個別事業ごとに述べる。 

 

１ 利用権設定等促進事業に関する事項 

（１）利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件 

① 耕作若しくは養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人（農地法（昭和27年
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法律第229号。以下同じ。）第２条第３項に規定する農地所有適格法人をいう。）

が利用権の設定等を受けた後において備えるべき要件は，次に掲げる場合に応

じてそれぞれ定めるところによる。 

ア 農用地（開発して農用地とすることが適当な土地を含む。）として利用する

ための利用権の設定等を受ける場合，次の(ｱ)から(ｵ)までに掲げる要件の全

て（農地所有適格法人にあっては，(ｱ)，(ｴ)及び(ｵ)に掲げる要件の全て）

を備えること。 

(ｱ) 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地（開発して農用地とすることが適

当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。）の全て

を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。 

(ｲ) 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。 

(ｳ) その者が農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められ

ること。 

(ｴ) その者の農業経営に主として従事すると認められる青壮年の農業従事者

（農地所有適格法人にあっては，常時従事者たる構成員をいう。）がい

るものとする。 

(ｵ) 所有権の移転を受ける場合は，上記(ｱ)から(ｴ)までに掲げる要件のほか，

借入者が当該借入地につき所有権を取得する場合，農地の集団化を図る

ために必要な場合，又は近い将来農業後継者が確保できることとなるこ

とが確実である等特別な事情がある場合を除き，農地移動適正化あっせ

ん譲受け等候補者名簿に登録されている者であること。 

イ 混牧林地として利用するため利用権の設定等を受ける場合，その者が利用権

の設定等を受ける土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うこと

ができると認められること。 

ウ 農業用施設用地（開発して農業用施設用地とすることが適当な土地を含む。）と

して利用するため利用権の設定等を受ける場合，その土地を効率的に利用す

ることができると認められること。 

② 農用地について所有権，地上権，永小作権，質権，賃貸権，使用貸借による権

利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者が利用権設定等促進

事業の実施により利用権の設定等を行う場合において，当該者が前項のアの(ｱ)

及び(ｲ)に掲げる要件（農地所有適格法人にあっては，(ｱ)に掲げる要件）の全て

を備えているときは，前項の規定にかかわらず，その者は，概ね利用権の設定等
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を行う農用地の面積の合計の範囲内で利用権の設定等を受けることができるも

のとする。 

③ 農業協同組合法（昭和22年法律第132号。以下「農協法」という。）第10条第

２項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が利用権の設

定等を受ける場合，農協法第11条の50第１項第１号に掲げる場合において農業

協同組合又は農業協同組合連合会が利用権の設定等を受ける場合，農地中間管理

事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第２条第４項に規定する農地中間

管理機構若しくは独立行政法人農業者年金基金法（平成14年法律第127号）附則第６

条第１項第２号に掲げる業務を実施する独立行政法人農業者年金基金が利用権の設

定等を受ける場合若しくは，農地中間管理機構又は独立行政法人農業者年金基金が

利用権の設定等を行う場合には，これらの者が当該事業又は業務の実施に関し定め

るところによる。 

④ 利用権の設定等を受けた後において耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従

事すると認められない者（農地所有適格法人，農地中間管理機構，農業協同組合そ

の他農業経営基盤強化促進法施行令（昭和55年政令第219号。以下「基盤強化法施行

令」という。）第５条で定める者を除く。）は，次に掲げる全てを備えるものとする。 

ア その者が，耕作又は養畜の事業に供すべき農用地（開発して農用地とすることが

適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。）の全てを効率

的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。 

イ その者が，地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的か

つ安定的に農業経営を行うと見込まれること。 

ウ その者が，法人である場合にあっては，その法人の業務執行役員等のうち１人以

上の者が，その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。 

⑤ 農地所有適格法人の構成員（農地法第２条第３項第２号イからチまでに掲げ

る者に限る。）が，利用権設定等促進事業の実施により，当該農地所有適格法人

に利用権の設定等を行うため利用権の設定等を行う場合，①の規定にかかわらず

利用権の設定等を受けることができるものとする。ただし，利用権を受けた土地の

全てについて当該農地所有適格法人に利用権の設定等を行い，かつ，これら二つ

の利用権の設定等が同一の農用地利用集積計画において行われる場合に限るもの

とする。 

⑥ ①から⑤までに定める場合のほか，利用権の設定等を受ける者が利用権の設定等

を受けた後において備えるべき要件は，別紙１のとおりとする。 
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⑦ 農業経営の受委託に係る利用権の設定については，③に規定する農協法第72

条の10第１項第２号の事業を併せ行う農地所有適格法人である農事組合法人が

主として組合員から農業経営を受託する場合その他農用地等利用関係として農

業経営の受委託の形態をとることが特に必要かつ適当であると認められる場合

に限り行うものとする。 

 

（２）利用権の設定等の内容 

利用権設定等促進事業の実施により，設定（又は移転）される利用権の存続期間

（又は残存期間）の基準，借賃の算定基準及び支払（持分の付与を含む。以下同じ。）

の方法，農業経営の受委託の場合の損益の算定基準及び決済の方法その他利用権の

条件並びに移転される所有権の移転の対価（現物出資に伴い付与される持分を含む。

以下同じ。）の算定基準及び支払の方法並びに所有権の移転の時期は，別紙２のとお

りとする。 

 

（３）開発を伴う場合の措置 

① 本市は，開発して農用地又は農業施設用地とすることが適当な土地について

の利用権の設定等を内容とする農用地利用集積計画の作成に当たっては，その

利用権の設定等を受ける者（地方公共団体及び農地中間管理機構を除く。）から

「農業経営基盤強化促進法の基本要綱」（平成24年5月31日付け24経営第564号農

林水産省経営局長通知。以下「基本要綱」という。）様式第７号による開発事業

計画を提出させる。 

② 本市は，①の開発事業計画が提出された場合において，次に掲げる要件に適合

すると認めるときに農用地利用集積計画の手続を進める。 

ア 当該開発事業の実施が確実であること。 

イ 当該開発事業の実施に当たり農地転用を伴う場合には，農地転用の許可の基

準に従って許可し得るものであること。 

ウ 当該開発事業の実施に当たり農用地区域内の開発行為を伴う場合には，開発

行為の許可基準に従って許可し得るものであること。 

 

（４）農用地利用集積計画の策定時期 

① 本市は，（５）の申出その他の状況から農用地の農業上の利用の集積を図るた

め必要があると認めるときは，その都度，農用地利用集積計画を定める。 
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② 本市は，農用地利用集積計画の定めるところにより設定（又は移転）された利

用権の存続期間（又は残存期間）の満了後も農用地の農業上の利用の集積を図る

ため，引き続き農用地利用集積計画を定めるよう努めるものとする。この場合に

おいて，当該農用地利用集積計画は，現に定められている農用地利用集積計画に

係る利用権の存続期間（又は残存期間）の満了の日の30日前までに当該利用権の

存続期間（又は残存期間）の満了の日の翌日を始期とする利用権の設定（又は移

転）を内容として定める。 

 

（５）要請及び申出 

① 本市農業委員会は，認定農業者で利用権の設定を受けようとする者又は利用

権の設定等を行おうとする者の申出をもとに，農用地の利用権の調整を行った結果，

認定農業者に対する利用権設定等の調整が調ったときは，本市に農用地利用集積計

画を定めるべき旨を要請することができる。 

② 本市の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区は，その地

区内の土地改良法（昭和24年法律第195号）第52条第１項又は第89条の２第１項

の換地計画に係る地域における農地の集団化と相まって農用地の利用の集積を

図るため，利用権設定等促進事業の実施が必要であると認めるときは，別に定め

る様式により農用地利用集積計画に定めるべき旨を申し出ることができる。 

③ 農用地利用改善団体及び営農指導事業においてその組合員の行う作付地の集

団化，農作業の効率化等の農用地の利用関係の改善に関する措置の推進に積極

的に取り組んでいる農業協同組合は，別に定める様式により農用地利用集積計画

に定めるべき旨を申し出ることができる。 

④ ②から③までに定める申出を行う場合において，（４）の②の規定により定める農

用地利用集積計画の定めるところにより利用権の存続を申し出る場合には，現

に設定（又は移転）されている利用権の存続期間（又は残存期間）の満了の日の

90日前までに申し出るものとする。 

 

（６）農用地利用集積計画の作成 

① 本市は，（５）の①の規定による農業委員会からの要請があった場合には，そ

の要請の内容を尊重して農用地利用集積計画を定める。 

② 本市は，（５）の②から③までの規定による農用地利用改善団体，農業協同組合又

は土地改良区からの申出があった場合には，その申出の内容を勘案して農用地利
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用集積計画を定めるものとする。 

③ ①，②に定める場合のほか，利用権の設定等を行おうとする者又は利用権の設定等

を受けようとする者の申出があり，利用権設定等の調整が調ったときは，本市は，

農用地利用集積計画を定めることができる。 

④ 本市は，農用地利用集積計画において利用権の設定等を受ける者を定めるに

当たっては，利用権の設定等を受けようとする者（（１）に規定する利用権の設

定等を受けるべき者の要件に該当する者に限る。）について，その者の農業経営

の状況，利用権の設定等をしようとする土地及びその者の現に耕作又は養畜の

事業に供している農用地の位置その他の利用条件等を総合的に勘案して，農用

地の農業上の利用の集積並びに利用権の設定等を受けようとする者の農業経営

の改善及び安定に資するようにする。 

 

（７）農用地利用集積計画の内容 

農用地利用集積計画においては，次に掲げる事項を定めるものとする。  

なお，⑥のイに掲げる事項については，（１）の④に定める者がこれらを実行する

能力があるかについて確認して定めるものとする。 

① 利用権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所 

② ①に規定する者が利用権の設定（（１）の④に定める者である場合については，

賃貸借又は使用貸借による権利の設定に限る。）を受ける土地の所在，地番，地

目及び面積 

③ ①に規定する者に②に規定する土地について利用権の設定等を行う者の氏名又は

名称及び住所 

④ ①に規定する者が設定（又は移転）を受ける利用権の種類，内容（土地の利用目的

を含む。），始期（又は移転の時期），存続期間（又は残存期間），借賃及びその支

払の方法（当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び

収益を目的とする権利である場合にあっては農業の経営の委託者に帰属する損益の

算出基準及び決済の方法），利用権の条件その他利用権の設定（又は移転）に係る法

律関係 

⑤ ①に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的，

当該所有権の移転の時期，移転の対価及び（現物出資に伴い付与される持分を含

む。）その支払（持分の付与を含む。）の方法その他所有権の移転に係る法律関

係 
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⑥ ①に規定する者が（１）の④に規定する者である場合には，次に掲げる事項 

ア その者が，賃貸借又は使用貸借による権利の設定を受けた後において，その農用

地を適正に利用していないと認められる場合に，賃貸借又は使用貸借の解除をす

る旨の条件 

イ その者が，賃貸借又は使用貸借を解除し撤退した場合の混乱を防止するための

次に掲げる事項その他撤退した場合の混乱を防止するための事項 

(ｱ) 農用地を明け渡す際の原状回復の義務を負う者 

(ｲ) 原状回復の費用の負担者 

(ｳ) 原状回復がなされないときの損害賠償の取決め 

(ｴ) 貸借期間の中途の契約終了時における違約金支払の取決め 

⑦ ①に規定する者の農業経営の状況 

 

（８）同意 

本市は，農用地利用集積計画の案を作成したときは，（７）の②に規定する土地ご

とに（７）の①に規定する者並びに当該土地について所有権，地上権，永小作権，質

権，賃借権，使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有す

る者の全ての同意を得る。 

ただし，数人の共有に係る土地について利用権（その存続期間が２０年を超えないもの

に限る。）の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意

については，当該土地について２分の１を超える共有持ち分を有する者の同意を得るこ

とで足りるものとする。 

 

（９）公告 

本市は，農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を定めたとき又は（５）の①

の規定による農業委員会の要請の内容と一致する農用地利用集積計画を定めたとき

は，その旨及びその農用地利用集積計画の内容のうち（７）の①から⑥までに掲げる

事項を本市の掲示場への掲示により公告する。 

 

（10）公告の効果 

本市が（９）の規定による公告をしたときは，その公告に係る農用地利用集積計画

の定めるところによって利用権が設定され（若しくは移転し）又は所有権が移転する

ものとする。 
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（11）利用権の設定等を受けた者の責務 

利用権設定等促進事業の実施により利用権の設定等を受けた者は，その利用権の

設定等に係る土地を効率的に利用するよう努めなければならない。 

 

（12）紛争の処理 

本市は，利用権設定等促進事業の実施による利用権の設定等が行われた後は，借賃

又は対価の支払等利用権の設定等に係る土地の利用に伴う紛争が生じたときは，当

該利用権の設定等の当事者の一方又は双方の申出に基づき，その円満な解決に努める。 

 

（13）農用地利用集積計画の取消し等 

① 本市の長は，次に掲げる事項のいずれかに該当するときは，（９）の規定による

公告のあった農用地利用集積計画の定めによるところにより賃貸借又は使用貸借に

よる権利の設定を受けた（１）の④に規定する者（基盤強化法第18条第２項第６号

に規定する者）に対し，相当の期限を定めて，必要な措置を講ずべきことを勧告す

ることができるものとする。 

ア その者が，その農用地において行う耕作又は養畜の事業により，周辺の地域に

おける農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じていると

き。 

イ その者が，地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的か

つ安定的に農業経営を行っていないと認められるとき。 

ウ その者が法人である場合にあっては，その法人の業務執行役員等のいずれもが

その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認めるとき。 

② 本市は，次に掲げる事項のいずれかの該当するときは，農業委員会の決定を経て，

農用地利用集積計画のうち当該各号に係る賃貸借又は使用貸借による権利の設定に

係る部分を取り消すものとする。 

ア （９）の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによりこ

れらの権利の設定を受けた（１）の④に規定する者がその農用地を適正に利用

していないと認められるにもかかわらず，これらの権利を設定した者が賃貸借

又は使用貸借の解除をしないとき。 

イ ①の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったとき。 

③ 本市は，②の規定による取消しをしたときは，農用地利用集積計画を取り消した
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旨及び当該農用地利用集積計画のうち取消しに係る部分を公告する。 

④ 本市が③の規定による公告をしたときは，②の規定による取消しに係る賃貸借又

は使用貸借が解除されたものとみなす。 

⑤ 本市農業委員会は，②の規定による取消しがあった場合において，当該農用地の

適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは，当該農用地の所

有者に対し，当該農用地についての利用権設定等のあっせんを働きかけるとともに，

必要に応じて農地中間管理事業の活用を図るものとする。農業委員会は，所有者が

これらの事業の実施に応じたときは，農地中間管理機構に連絡して協力を求めると

ともに，連携して農用地の適正かつ効率的な利用の確保に努めるものとする。 

 

２ 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その  

他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項 

（１）農用地利用改善事業の実施の促進 

本市は，地域関係農業者等が農用地の有効利用及び農業経営の改善のために行う

自主的努力を助長するため，地域関係農業者等の組織する団体による農用地利用改善

事業の実施を促進する。 

 

（２）区域の基準 

農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準は，土地

の自然的条件，農用地の保有及び利用の状況，農作業の実施の状況，農業経営活動の

領域等の観点から，農用地利用改善事業を行うことが適当であると認められる区域

（１～数集落）とするものとする。 

 

（３）農用地利用改善事業の内容 

農用地利用改善事業の主要な内容は，（２）に規定する区域内の農用地の効率的か

つ総合的な利用を図るための，作付地の集団化，農作業の効率化その他の措置及び農

用地の利用関係の改善に関する措置を推進するものとする。 

 

（４）農用地利用規程の内容 

① 農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程においては，次に掲げる事

項を定めるものとする。 

ア 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項 
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別紙１（第４の１（１）⑥関係） 

 

次に掲げる者が利用権の設定等を受けた後において，基盤強化法第 18 条第２項第２号に規

定する土地（以下「対象土地」という。）の用途ごとにそれぞれ定める要件を備えている場合に

は，利用権の設定等を行うものとする。 

（１）地方公共団体（対象土地を農業上の利用を目的とする用途たる公用又は公共用に供する

場合に限る。），農業協同組合等（農地法施行令（昭和 27年政令第 445号）第２条第２項

第１号に規定する法人をいい，当該法人が対象土地を直接又は間接の構成員の行う農業

に必要な施設の用に供する場合に限る。）又は畜産公社等（農地法施行令第２条第２項第

３号に規定する法人をいい，当該法人が同号に規定する事業の運営に必要な施設の用に

供する場合に限る。） 

○対象土地を農用地（開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合における

その開発後の農用地を含む。）として利用するため利用権の設定等を受ける場合 

・・・基盤強化法第 18条第３項第２号イに掲げる要件 

○対象土地を農業用施設用地（開発して農業用施設用地とすることが適当な土地を開発

した場合におけるその開発後の農業用施設用地を含む。以下同じ。）として利用するた

めの利用権の設定等を受ける場合 

・・・その土地を効率的に利用することができると認められること。 

（２）農協法第 72条の 10第１項第２号の事業を行う農事組合法人（農地所有適格法人である

場合をのぞく。）又は生産森林組合（森林組合法（昭和 53年法律第 36号）第 93条第２

項第２号に掲げる事業を行うものに限る。）（それぞれ対象土地を農用地以外の土地とし

てその行う事業に供する場合に限る。） 

○対象土地を，混牧林地，農業用施設用地として利用するため利用権の設定等を受ける

場合 

・・・その土地を効率的に利用することができると認められること。 

（３）土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第２条第２項各号に掲げる事業（同項第６号に

掲げる事業を除く。）を行う法人又は農業近代化資金融通法施行令（昭和 36年政令第 346

号）第１条第６号，第８号又は第９号掲げる法人（それぞれ対象土地を当該事業に供す

る場合に限る。） 

 ○対象土地を農業用施設用地として利用するため利用権の設定等を受ける場合 

・・・その土地を効率的に利用することができると認められること。 



 

  

 

別紙２（第４の１（２）関係） 

Ⅰ 農用地（開発して農用地とすることが適当な土地を含む。）として利用するため利用権（農業上の利用を目的とする賃借権又は使用貸借によ  

 る権利に限る。）の設定又は移転を受ける場合。 

① 存続期間（又は残存期間） ② 借賃の算定基準 ③ 借賃の支払方法 ④ 有益費の償還 

１ 存続期間は，3年，6年，10年，

（農業者年金制度関連の場合は

10 年開発して農用地とすること

が適当な土地について利用権の設

定等を行う場合は，開発してその

効用を発揮する上で適切と認めら

れる期間その他利用目的に応じて

適切と認められる一定の期間）と

する。ただし，利用権を設定する

農用地において栽培を予定する作

目の通常の栽培期間からみて 3

年，6年又は 10年とすることが相

当でないと認められる場合には，

3 年，6 年，10 年と異なる存続期

間とすることができる。なお，中

間管理事業による場合は，10年以

上となるように努めるものとす

る。 

２ 残存期間は，移転される利用権

の残存期間とする。 

３ 農用地利用集積計画において

は，利用権設定等促進事業の実施

により設定（又は移転）される利

用権の当事者が当該利用権の存続

期間（又は残存期間）の中途にお

いて解約する権利を有しない旨を

定めるものとする。 

１ 農地については，農地法第 52条

の規定により農業委員会が提供し

ている賃借料情報等を十分考慮

し，当該農地の生産条件等を勘案

して算定する。 

２ 採草放牧地については，その採

草放牧地の近隣の採草放牧地の借

賃の額に比準して算定し，近傍の

借賃がないときは，その採草放牧

地の近傍の農地について算定され

る借賃の額を基礎とし，当該採草

放牧地の生産力，固定資産税評価

額等を勘案して算定する。 

３ 開発しての農用地とすることが

適当な土地については，開発後の

土地の借賃の水準，開発費用の負

担区分の割合，通常の生産力を発

揮するまでの期間等を総合的に勘

案して算定する。 

４ 借賃の金銭以外のもので定めよ

うとする場合には，その借賃は，

それを金額に換算した額が，上記

１から３までの規定によって算定

される額に相当するように定める

ものとする。 

この場合において，その金銭以

外のもので定められる借賃の換算

方法については，「農地法の一部を

改正する法律の施行について」（平

成 13 年 3 月 1 日付け 12 経営第

1153号農林水産事務次官通知）第

６に留意しつつ定めるものとす

る。 

１ 借賃は，毎年農用地利用集積計

画に定める日までに当該年に係る

借賃の全額を一時に支払うものと

する。 

２ １の支払は，賃貸人の指定する

農業協同組合等の金融機関の口座

に振り込むことにより，その他の

場合は，賃貸借の住所に持参して

支払うものとする。 

３ 借賃を金銭以外のもので定めた

場合には，原則として毎年一定の

期日までに当該年に係る借賃の支

払等を履行するものとする。 

１ 農用地利用集積計画において

は，利用権設定等促進事業の実施

により利用権の設定（又は移転）

を受ける者は，当該利用権に係る

農用地を返還するに際し民法の規

定により当該農用地の改良のため

に費やした金額その他の有益費に

ついて償還を請求する場合その他

法令による権利の行使である場合

を除き，当該利用権の設定者に対

し名目のいかんを問わず，返還の

代償を請求してはならない旨を定

めるものとする。 

２ 農用地利用集積計画において

は，利用権設定等促進事業の実施

により利用権の設定（又は移転）

を受けるものが当該利用権に係る

農用地を返還する場合において，

当該農用地の改良のために費やし

た金額又はその時における当該農

用地の改良による増加額について

当該利用権の当事者間で協議が整

わないときは，当事者の双方の申

出に基づき市が認定した額をその

費やした金額又は増加額とする旨

を定めるものとする。 
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Ⅱ 混牧林地又は農業用施設用地（開発して農業用施設用地とすることが適当な土地を含む。）として利用するため利用権（農業上の利用を目的  

 とする賃借権又は使用貸借による権利に限る。）の設定又は移転を受ける場合                               

① 存続期間（又は残存期間） ② 借賃の算定基準 ③ 借賃の支払方法 ④ 有益費の償還 

Ⅰの①に同じ。 １ 混牧林地については，その混牧

林地の近傍の混牧林地の借賃の

額，放牧利用の形態，当事者双方

の受益又は負担の程度等を総合的

に勘案して算定する。 

２ 農業用施設用地については，そ

の農業用施設用地の近傍の農業用

施設用地の借賃の額に比準して算

定し，近傍の借賃がないときは，

その農業用施設用地の近傍の用途

が類似する土地の借賃の額，固定

資産税評価額等を勘案して算定す

る。 

３ 開発して農業用施設用地とする

ことが適当な土地については，Ⅰ

の②の３と同じ。 

 

 Ⅰの③に同じ。  Ⅰの④に同じ。 

                                                                  

Ⅲ 農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利の設定を受ける場合 

① 存続期間（又は残存期間） ② 損益の算定基準 ③ 損益の決済方法 ④ 有益費の償還 

 Ⅰの①に同じ。 １ 作目等毎に，農業の経営の受託

に係る販売額（共済金を含む。）か

ら農業の経営の受託に係る経費を

控除することにより算定する。 

２ １の場合において，受託経費の

算定に当たっては，農業資材費，

農業機械施設の償却費，事務管理

費等のほか，農作業の実施者又は

農業経営受託者の適正な労賃・報

酬が確保されるようにするものと

する。 

 

Ⅰの③に同じ。 

この場合においてⅠの③中「借賃」

とあるのは「損益」と，「賃借人」と

あるのは「委託者（損失がある場合

には，受託者という。）」と読み替え

るものとする。 

Ⅰの④に同じ。 
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Ⅳ 所有権の移転を受ける場合 

① 対価の算定規準 ② 対価の支払方法 ③ 所有権の移転の時期 

土地の種類及び農業上の利用目的毎にそれぞ

れ近傍，類似の土地の通常の取引（農地転用のた

めに農地を売却したものが，その農地に代わるべ

き農地の所有権を取得するため高額の対価によ

り行う取引その他特殊な事情の下で行われる取

引を除く。）の価額に比準して算定される額を基

礎とし，その生産力等を勘案して算定される額を

基礎とし，その生産力等を勘案して算定する。 

 

農用地利用集積計画に定める所有権の移転の

対価の支払期限までに所有権の移転を受ける者

が所有権の移転を行う者の指定する農業協同組

合等の金融機関の口座に振り込むことにより，又

は所有権の移転を行う者の住所に持参して支払

うものとする。 

農用地利用集積計画に定める所有権の移転の

対価の支払期限までに対価の全部の支払が行わ

れたときは，当該農用地利用集積計画に定める所

有権の移転時期に所有権は移転し，対価の支払期

限までに対価の全部の支払が行われないときは，

当該所有権の移転に係る農用地利用集積計画に

基づく法律関係は失効するものとする。 
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